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第2回  就学に関する教育相談会
　日常生活や学習に関する不安や悩みを抱えるお子さんと保護者の
方を対象に、教育相談会を開催します。一人一人のもっている力を
伸ばすための学びの場や支援方法を一緒に考えていきましょう。
日　　時　12月13日（火）午前9時～正午
　　　　　　　　  　　午後1時～ 4時
場　　所　岐南町中央公民館（岐南町八剣7丁目107）
対　　象　原則、令和5・6年度小学校入学予定のお子さんと保護

者の方
申込方法　郡内の施設に通っている方は各園・所へ、それ以外の

方は羽島郡二町教育委員会へお問い合わせください。
申込期限　11月14日（月）
※開催日時に変更が生じた場合

は、各関係の園・所などを通し
てご連絡します。

問羽島郡二町教育委員会　
　☎︎245-1133

 体のなんでも健康電話相談
～お医者さんが答えます～
　県保険医協会の医師が、健康や医療の
悩みにアドバイスします。 
日　時　11月20日（日）午前10時～午後3時
相談料　無料
　　　　※歯科の相談は対象外
  相談 岐阜県保険医協会
　　☎︎267-0711

子どもサポートセンター
 「スマイル笠松」
　「なかなか学校に行けない」「学校
には行っているが、なんだか元気が
ない」「最近子どもの様子がおかし
い」「誰に相談したらよいのだろう」そ
んな悩みをもつお子さんや保護者の
方の心に少しでも寄り添いたい、心
の元気を取り戻してほしいという願い
から「スマイル笠松」ができました。
　スマイル笠松は、お子さんが安心
して話をしたり、一人一人の願いに
合った活動を行ったりすることができ
る「心の居場所」です。学校と連携
し、学校復帰や社会的自立に向け
支援の方法を一緒に考えます。
問各学校または
　羽島郡二町教育委員会
　☎︎245-1133

「家庭教育を実践する日」をご存じですか？

　毎月、第三日曜は「家庭の日」。8のつく日は「早
く家庭に帰る日」です。岐阜県では「岐阜県家庭教
育支援条例」に基づきこれらを合わせ「家庭教育を
実践する日」としています。
◦家庭の日　20日（日）
◦早く家庭に帰る日   8日（火）   18日（金）   28日（月）
　ひとりひとりが意識して、心豊かな明るい家庭づく
りをしましょう。

―　今月のテーマ　―
家族みんなで、働くことの
大切さについて語り合いましょう。 ▲岐阜県の家庭
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